
《対象者 一覧表》

養育要件 所得要件

令和3年度分の市町村民税均等割が非課税となる者 A

令和3年度分市町村民税が未申告の方

ただし、令和3年度分市町村民税均等割についての

申告義務がなく非課税となるものに限る

B

令和3年度分の市町村民税均等割が非課税となる者 C

令和3年度分市町村民税が未申告の方

ただし、令和3年度分市町村民税均等割についての

申告義務がなく非課税となるものに限る

D

令和3年度分の市町村民税均等割が非課税となる者 E

令和3年度分市町村民税均等割が未申告の方

ただし、令和3年度分市町村民税均等割についての

申告義務がなく非課税となるものに限る

F

令和3年度分の市町村民税均等割が非課税となる者 G

令和3年度分市町村民税が未申告の方

ただし、令和3年度分市町村民税均等割についての

申告義務がなく非課税となるものに限る

H

令和3年度分の市町村民税均等割が非課税となる者 I

令和3年度分市町村民税が未申告の方

ただし、令和3年度分市町村民税均等割についての

申告義務がなく非課税となるものに限る

J

令和3年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児については20歳未満）を養育

している者

＊令和3年4月1日から令和４年2月28日生まれの子も対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急

変し令和3年度分の住民税非課税である者と同等の

水準であると認められる者・・・【家計急変者】

K

令和3年4月分の児童手当受給者

令和3年4月分の特別児童手当受給者

令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給資格の認

定又は額改定の認定を受けた者

【主に令和3年4月から令和4年2月生まれの新生児を指しています。】

令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童手当受給資格

の認定又は額改定の認定を受けた者

上記（A）から（H）までのいずれかに該当する者以外のうち令和3年3月31

日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を

養育する者であって日本国内に住所を有する者又は令和３年4月１日以降

に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

【主に高校生の年齢に相当する児童のみを養育する方を指しています。】


